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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

第１四半期
連結累計期間

会計期間
自 2023年７月１日
至 2023年９月30日

売上高 (千円) 421,152

経常損失（△） (千円) △20,274

親会社株主に帰属する四半期純損失
（△）

(千円) △20,919

四半期包括利益 (千円) △20,919

純資産額 (千円) 1,167,911

総資産額 (千円) 1,909,659

１株当たり四半期純損失（△） (円) △3.28

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

(円) ―

自己資本比率 (％) 61.2

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

３．当社は、2024年３月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純損失を算定しております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

該当事項はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、個人消費や設備投資の持ち直し、雇用情勢の改善等により、緩や

かな景気回復基調が継続しました。しかしながら、世界的な金融引締め政策および日本銀行の金融緩和政策変更、資

材・エネルギー価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

また、住宅ローン市場におきましては、「民間金融機関の住宅ローン金利推移」によると、民間金融機関の住宅ロ

ーンの変動金利には変化が見られず、一方、固定金利は海外経済と金融状況に左右され、上昇傾向があります。また、

雇用・所得環境・物価動向、土地・建築コストの高騰による不動産価格の上昇、消費者の不動産購入マインドへの影

響が懸念され、先行き不透明な状況であります。

このような事業環境の中、当社グループは、売上収益の成長を目指し、主力事業であるモゲチェック事業とINVASE

事業の両方で新たな人材採用に重点を置いていました。これにより、今後の成長戦略の基盤を築くために必要な人材

を確保しました。また、システム開発に先行投資し、将来的な市場シェア拡大のためにマーケティング施策を展開し

た結果、収益とコストの改善を実現しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高421,152千円となり、利益面では、営業損失16,750千円とな

りました。経常損失は20,274千円となり、税金等調整前四半期純損失は20,274千円となり、親会社株主に帰属する四

半期純損失は20,919千円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

①モゲチェック事業

当第１四半期におきましては、既存の住宅ローン事業者、保険代理店、不動産業者などとの事業提携を通じて、そ

れらの顧客に対してモゲチェックの利用を引き続き推進してきました。これにより潜在顧客層からの集客が加わった

ことで、売上収益の拡大に貢献しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の集客件数が約23万件増加（前年同期比約22.8％増）、ユーザー登録数が約

1,600件増加（前年同期比約9.0％増）となり、売上高、売上総利益、セグメント利益も前年同期比で成長しておりま

す。モゲチェック事業の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は303,972千円、セグメント利益は50,000千円と

なっております。

モゲチェックサービスの集客数及びユーザー登録数推移

前々第１四半期連結累計期間
(自2021年７月１日
至2021年９月30日)

前第１四半期連結累計期間
(自2022年７月１日
至2022年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自2023年７月１日
至2023年９月30日)

集客数（件） 773,585 1,038,245 1,274,776

ユーザー登録数（件） 6,334 18,016 19,641

②INVASE事業

当セグメントにおきましては、金融機関及び不動産業者との提携を拡大し、バウチャー送客の品質向上のために、

INVASEサービスのセキュリティ強化（いたずら防止対策等）を実施しました。更に、マーケティングの側面では、引

き続きインフルエンサーマーケティングやセミナー開催などの施策を展開しました。これにより、集客数は減少した

ものの、バウチャー申込数は増加しております。この結果、当第１四半期連結累計期間のバウチャー申込数が前年同

期比で約330件増加、バウチャー送客による売上高が66,924千円、借り換え本審査承認数は前年同期比で7件増加、借

り換え媒介手数料による売上高が18,382千円となりました。

一方、2023年6月期からコンドミニアム・アセットマネジメント株式会社が自社物件販売戦略を停止した結果、不動

産販売による売上高はありません。また、社内の営業体制の再編成に時間を要したため、不動産仲介による売上高は、
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30,844千円となりました。

INVASEサービスの集客数及び申込数と本審査承認数の推移

前々第１四半期連結累計期間
(自2021年７月１日
至2021年９月30日)

前第１四半期連結累計期間
(自2022年７月１日
至2022年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自2023年７月１日
至2023年９月30日)

バウチャー集客数
（件）

87,428 137,721 100,739

バウチャー申込数
（件）

1,190 1,696 2,025

借り換え本審査承認数
（件）

30 36 43

不動産投資の仲介取扱
件数（件） ― 35 38

この結果、INVASE事業の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は117,179千円、セグメント損失は9,058千円

となっております。

財政状態は、次の通りです。

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、1,909,659千円となりました。主な内訳は、現金及び預金

1,492,667千円、売掛金245,383千円、無形固定資産109,443千円等です。

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、741,748千円となりました。主な内訳は、１年内償還予定の社債

150,000千円、未払金134,071千円、長期借入金300,000千円等です。

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、1,167,911千円となりました。主な内訳は、資本金100,000千

円、資本剰余金2,435,479千円、利益剰余金△1,367,567千円等です。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につい

て重要な変更はありません。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 99,976,849

Ａ種優先株式 2,250

Ｂ種優先株式 2,900

Ｃ種優先株式 1,890

Ｄ種優先株式 2,370

Ｅ種優先株式 1,785

Ｆ種優先株式 6,153

Ｇ種優先株式 5,803

計 100,000,000

(注) １．2024年２月22日開催の取締役会決議により、2024年３月22日付で普通株式１株につき200株の株式分割をお

こなっております。

２．2024年２月22日開催の取締役会において、2024年３月８日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、Ａ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式

の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社

が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。また、2024年３月８日開催の臨時株主総会決議に

より、2024年３月８日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000 31,863 非上場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は100
株であります。

Ａ種優先株式 2,250 ― 非上場 注１

Ｂ種優先株式 2,900 ― 非上場 注２

Ｃ種優先株式 1,890 ― 非上場 注３

Ｄ種優先株式 2,370 ― 非上場 注４

Ｅ種優先株式 1,428 ― 非上場 注５

Ｆ種優先株式 5,978 ― 非上場 注６

Ｇ種優先株式 5,047 ― 非上場 注７

計 31,863 31,863 ― ―
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（注）１．Ａ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、かつＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式

質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者及びＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して行う

残余財産の分配と同順位で、Ａ種優先株式１株につき、金４万円（以下、「Ａ種優先分配額」という。）を支払

う。

(2)参加条項

前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者、Ｆ種優先株主又はＦ種

優先登録株式質権者、並びにＧ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対して分配を行う。この場合、当会社

は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前項の分配額に加え、Ａ種優先株式１株につき、普

通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に第６条の６に定めるＡ種取得比

率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

(3)残余財産分配額

Ａ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ａ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行済株式総

数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったと

きは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ａ種優先株式数」からは、当該

発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己

株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ａ種優先株式）の数」と

読み替えるものとする。

既発行Ａ種 当該調整 新発行Ａ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ａ種優先株式数 ＋ 新発行Ａ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ａ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＡ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり４万円（以下、「Ａ種取得金額」と

いう。）とする。なお、Ａ種優先分配額の調整にかかる前条第３項の規定は、Ａ種取得金額に準用するものとす

る。
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(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＡ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＡ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＡ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ａ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株

未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ａ種優先株式の基準価額

Ａ種取得比率＝ ───────────────

取得価額

②上記(１)のＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初４万円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ａ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ａ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＡ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＡ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。ただし、Ａ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新

株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件と

して普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

②調整前のＡ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式１株を取得するために

当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整

後のＡ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行

又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株

式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＡ種取得価額を適用する日の前日における、(i)

当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなし

たときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式のみ）の数

を控除した数を意味するものとする（ただし、当該調整の事由により上記(i)もしくは(ii)の普通株式数又は自己
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株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＡ種優先株式の基準価額も、Ａ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、(i)Ａ種優先株式の発行済株式総数の50％以上を有するＡ種優

先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は(ii)当会社がストックオプション目的で当会社の取締

役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（ただし、新株予約権の１株当たりの行使価額が、当

該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われない。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ａ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ａ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＡ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ａ種優先株式の基準価額も、Ａ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＡ種取得価額及び／又はＡ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＡ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。ただし、潜在株式等の全部について取

得原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＡ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ａ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＡ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＡ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。ただし、Ａ種優先株主に交付される普通株式の数

に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）２．Ｂ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、かつＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式

質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者及びＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して行う

残余財産の分配と同順位で、Ｂ種優先株式１株につき、金７万円（以下、「Ａ種優先分配額」という。）を支払
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う。

(2)参加条項

前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者、Ｆ種優先株主又はＦ種

優先登録株式質権者、並びにＧ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対して分配を行う。この場合、当会社

は、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前項の分配額に加え、Ｂ種優先株式１株につき、普

通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に第６条の６に定めるＢ種取得比

率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

(3)残余財産分配額

Ｂ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ａ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｂ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行済株式総数

で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｂ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき

は、Ｂ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｂ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｂ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｂ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ａ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｂ種 当該調整 新発行Ｂ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｂ種優先株式数 ＋ 新発行Ｂ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｂ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＢ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＢ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり７万円（以下、「Ｂ種取得金額」と

いう。）とする。なお、Ｂ種優先分配額の調整にかかる前条第３項の規定は、Ｂ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＢ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＢ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＢ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権
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Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＢ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＢ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｂ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｂ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｂ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株

未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｂ種優先株式の基準価額

Ｂ種取得比率＝ ───────────────

取得価額

②上記(１)のＢ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初７万円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＢ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｂ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｂ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＢ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＢ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。ただし、Ｂ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新

株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件と

して普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＢ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

②調整前のＢ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処

分する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式１株を取得するために

当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整

後のＢ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行

又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株

式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＢ種取得価額を適用する日の前日における、(i)

当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなし

たときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式のみ）の数

を控除した数を意味するものとする（ただし、当該調整の事由により上記(i)もしくは(ii)の普通株式数又は自己

株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる
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場合は、前条に定めるＢ種優先株式の基準価額も、Ｂ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、(i)Ｂ種優先株式の発行済株式総数の50％以上を有するＢ種優

先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は(ii)当会社がストックオプション目的で当会社の取締

役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（ただし、新株予約権の１株当たりの行使価額が、当

該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われない。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ｂ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｂ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＢ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｂ種優先株式の基準価額も、Ｂ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＢ種取得価額及び／又はＢ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＢ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。ただし、潜在株式等の全部について取

得原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＢ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｂ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＢ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＢ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。ただし、Ｂ種優先株主に交付される普通株式の数

に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）３．Ｃ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、かつＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式

質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者及びＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して行う

残余財産の分配と同順位で、Ｃ種優先株式１株につき、金130,700円（以下、「Ｃ種優先分配額」という。）を支

払う。

(2)参加条項

前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株式及びＣ種優先登録株式質権者、

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者、Ｆ種優先株主又はＦ種

優先登録株式質権者、並びにＧ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対して分配を行う。この場合、当会社

は、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、前項のＣ種優先分配額に加え、Ｃ種優先株式１株に
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つき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に第６条の１７に定める

Ｃ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

(3)残余財産分配額

Ｃ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ｃ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｃ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の

Ｃ種優先株式の発行済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｃ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき

は、Ｃ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｃ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｃ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｃ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｃ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｃ種 当該調整 新発行Ｃ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｃ種優先株式数 ＋ 新発行Ｃ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｃ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＣ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＣ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり130,693円（以下、「Ｃ種取得金額」

という。）とする。なお、Ｃ種優先分配額の調整に係る前条第３項の規定は、Ｃ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＣ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＣ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＣ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＣ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＣ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｃ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｃ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によりＣ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未

満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。
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Ｃ種優先株式の基準価額

Ｃ種取得比率＝ ───────────────

Ｃ種優先株式の取得価額

②上記（１）のＣ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初130,693円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＣ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｃ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｃ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＣ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＣ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。但し、Ｃ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株

予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下、同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＣ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

調整前のＣ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分

する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当

該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整後

のＣ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又

は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式

等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＣ種取得価額を適用する日の前日における、

（ⅰ）当会社の発行済普通株式数と、（ⅱ）発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生した

とみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式の

み）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由により上記（ⅰ）もしくは（ⅱ）の普通株

式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＣ種優先株式の基準価額も、Ｃ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、（i）Ｃ種優先株式の発行済株式総数の５０％以上を有するＣ

種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は（ii）当会社がストックオプション目的で当会社

の取締役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（但し、新株予約権の１株当たりの行使価額が、

当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われな

い。

(2)株式の分割又は併合による調整
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Ｃ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｃ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＣ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｃ種優先株式の基準価額も、Ｃ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＣ種取得価額及び／又はＣ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＣ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＣ種取得価額の調整が

必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｃ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＣ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＣ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。但し、Ｃ種優先株主に交付される普通株式の数に

１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）４ Ｄ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、かつＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式

質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者及びＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して行う

残余財産の分配と同順位で、Ｄ種優先株式１株につき、金140,000円（以下、「Ｄ種優先分配額」という。）を支

払う。

(2)参加条項

前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主及びＣ種優先登録株式質権者、

Ｄ種優先株主及びＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者、Ｆ種優先株主又はＦ種

優先登録株式質権者、並びにＧ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対して分配を行う。この場合、当会社

は、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、前項のＤ種優先分配額に加え、Ｄ種優先株式１株に

つき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に第６条の23に定めるＤ

種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

(3)残余財産分配額

Ｄ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ｄ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｄ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＤ種優先株式の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の
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Ｄ種優先株式の発行済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｄ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき

は、Ｄ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｄ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｄ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｄ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｄ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｄ種 当該調整 新発行Ｄ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｄ種優先株式数 ＋ 新発行Ｄ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｄ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＤ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＤ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり140,000円（以下、「Ｄ種取得金額」

という。）とする。なお、Ｄ種優先分配額の調整に係る前条第３項の規定は、Ｄ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＤ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＤ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＤ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｄ種優先株主は、Ｄ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＤ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＤ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｄ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｄ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によりＤ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未

満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｄ種優先株式の基準価額

Ｄ種取得比率＝ ───────────────

Ｄ種優先株式の取得価額

②上記（１）のＤ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初140,000円とする。

４. 取得価額等の調整
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前条に定めるＤ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｄ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｄ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＤ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＤ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。但し、Ｄ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株

予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下、同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＤ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

調整前のＤ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分

する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該

潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整後の

Ｄ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は

処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等

につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＤ種取得価額を適用する日の前日における、

（ⅰ）当会社の発行済普通株式数と、（ⅱ）発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生した

とみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式の

み）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由により上記（ⅰ）もしくは（ⅱ）の普通株

式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＤ種優先株式の基準価額も、Ｄ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、（ｉ）Ｄ種優先株式の発行済株式総数の50%以上を有するＤ種

優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は（ｉｉ）当会社がストックオプション目的で当会社

の取締役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（但し、新株予約権の１株当たりの行使価額が、

当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われな

い。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ｄ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｄ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＤ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｄ種優先株式の基準価額も、Ｄ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────
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分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＤ種取得価額及び／又はＤ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＤ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＤ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｄ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＤ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＤ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。但し、Ｄ種優先株主に交付される普通株式の数に

１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）５ Ｅ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、かつＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式

質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者及びＤ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して行う

残余財産の分配と同順位で、Ｅ種優先株式1株につき、金140,000円（以下、「Ｅ種優先分配額」という。）を支

払う。

(2)参加条項

前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種

優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株主及びＣ種優先登録株式質権者、

Ｄ種優先株主及びＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主及びＥ種優先登録株式質権者、Ｆ種優先株主又はＦ種

優先登録株式質権者、並びにＧ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対して分配を行う。この場合、当会社

は、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対しては、前項のＥ種優先分配額に加え、Ｅ種優先株式１株に

つき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配する残余財産に第６条の29に定めるＥ

種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

(3)残余財産分配額

Ｅ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ｅ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｅ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＥ種優先株式の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の

Ｅ種優先株式の発行済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｅ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき
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は、Ｅ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｅ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｅ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｅ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｅ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｅ種 当該調整 新発行Ｅ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｅ種優先株式数 ＋ 新発行Ｅ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｅ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＥ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＥ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり140,000円（以下、「Ｅ種取得金額」

という。）とする。なお、Ｅ種優先分配額の調整に係る前条第３項の規定は、Ｅ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＥ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＥ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＥ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｅ種優先株主は、Ｅ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＥ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＥ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｅ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｅ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によりＥ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未

満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｅ種優先株式の基準価額

Ｅ種取得比率＝ ───────────────

Ｅ種優先株式の取得価額

②上記（１）のＥ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初140,000円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＥ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｅ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｅ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＥ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上
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発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＥ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。但し、Ｅ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株

予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下、同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＥ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

調整前のＥ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分

する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当

該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整後

のＥ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又

は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式

等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＥ種取得価額を適用する日の前日における、

（ⅰ）当会社の発行済普通株式数と、（ⅱ）発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生した

とみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式の

み）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由により上記（ⅰ）もしくは（ⅱ）の普通株

式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＥ種優先株式の基準価額も、Ｅ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、（ｉ）Ｅ種優先株式の発行済株式総数の５０%以上を有するＥ

種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は（ｉｉ）当会社がストックオプション目的で当会

社の取締役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（但し、新株予約権の１株当たりの行使価額

が、当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われ

ない。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ｅ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｅ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＥ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｅ種優先株式の基準価額も、Ｅ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＥ種取得価額及び／又はＥ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。
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①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＥ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＥ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｅ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＥ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＥ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。但し、Ｅ種優先株主に交付される普通株式の数に

１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）６ Ｆ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種

優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者及びＥ種優先株主又はＥ種優

先登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式1株につき、金172,300円（以下、「Ｆ種優先分配額」という。）を支

払う。

(2)参加条項

残余財産の総額が、Ｆ種優先分配額に発行済のＦ種優先株式の総数を乗じた金額の合計額に満たない場合、Ｆ

種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者は、それぞれが保有するＦ種優先株式の数に応じて分配を受ける。

(3)残余財産分配額

Ｆ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ｆ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｆ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＦ種優先株式の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の

Ｆ種優先株式の発行済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｆ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき

は、Ｆ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｆ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｆ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｆ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｆ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｆ種 当該調整 新発行Ｆ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｆ種優先株式数 ＋ 新発行Ｆ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。
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２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｆ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＦ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額

本条によるＦ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり172,300円（以下、「Ｆ種取得金額」

という。）とする。なお、Ｆ種優先分配額の調整に係る前条第３項の規定は、Ｆ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＦ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＦ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＦ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｆ種優先株主は、Ｆ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＦ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＦ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｆ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｆ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｆ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によりＦ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未

満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｆ種優先株式の基準価額

Ｆ種取得比率＝ ───────────────

Ｆ種優先株式の取得価額

②上記（１）のＦ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初172,300円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＦ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｆ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｆ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＦ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＦ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。但し、Ｆ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株

予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下、同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＦ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

調整前のＦ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分
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する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該

潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整後の

Ｆ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は

処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等

につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＦ種取得価額を適用する日の前日における、

（ｉ）当会社の発行済普通株式数と、（ｉｉ）発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生し

たとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式

のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由により上記（ｉ）もしくは（ｉｉ）の普

通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＦ種優先株式の基準価額も、Ｆ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、（ｉ）Ｆ種優先株式の発行済株式総数の50％以上を有するＦ

種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は（ｉｉ）当会社がストックオプション目的で当会

社の取締役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（但し、新株予約権の１株当たりの行使価額

が、当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行われ

ない。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ｆ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｆ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＦ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｆ種優先株式の基準価額も、Ｆ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＦ種取得価額及び／又はＦ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＦ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＦ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｆ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」
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という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＦ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＦ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。但し、Ｆ種優先株主に交付される普通株式の数に

１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

（注）７ Ｇ種優先株式の内容は以下のとおりです。

１. 残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｇ種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者、Ｃ種

優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者、Ｅ種優先株主又はＥ種優先

登録株式質権者、及びＦ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に先立ち、Ｇ種優先株式1株につき、金172,300

円（以下、「Ｇ種優先分配額」という。）を支払う。

(2)参加条項

残余財産の総額が、Ｇ種優先分配額に発行済のＧ種優先株式の総数を乗じた金額の合計額に満たない場合、Ｇ

種優先株主又はＧ種優先登録株式質権者は、それぞれが保有するＧ種優先株式の数に応じて分配を受ける。

(3)残余財産分配額

Ｇ種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。

①Ｇ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｇ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分

割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＧ種優先株式の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の

Ｇ種優先株式の発行済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。

１

調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ─────────

分割・併合の比率

②Ｇ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったとき

は、Ｇ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｇ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｇ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は下記算式の「新発行Ｇ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｇ種優先株式）の数」と読み替え

るものとする。

既発行Ｇ種 当該調整 新発行Ｇ種 １株当たり

優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額

調整後分配額 ＝ ─────────────────────────────

既発行Ｇ種優先株式数 ＋ 新発行Ｇ種優先株式数

③第１号及び第２号における調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

２. 金銭と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｇ種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に

移転させた場合には、かかる移転の効力発生日を初日として60日間（以下、本条において「取得請求期間」とい

う。）に限り、保有するＧ種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付

することを当会社に請求することができる。

(2)効力の発生

前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、取得請求期間の

満了時に効力が生じるものとする。

(3)取得金額
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本条によるＧ種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、１株当たり172,300円（以下、「Ｇ種取得金額」

という。）とする。なお、Ｇ種優先分配額の調整に係る前条第３項の規定は、Ｇ種取得金額に準用するものとす

る。

(4)権利行使による効果

本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となったＧ種優先株

式を取得するものとし、直ちにＧ種取得金額に対象となる株式数を乗じた金額をＧ種優先株主に支払うものとす

る。

３. 普通株式と引換えにする取得請求権

(1)金銭と引換えにする取得請求権

Ｇ種優先株主は、Ｇ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＧ種優先株式の全部又は一部につき、当

会社がＧ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利（以

下、「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。

①Ｇ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数

Ｇ種優先株式１株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下、「Ｇ種取得比率」という。）は

次のとおりとする。かかる取得請求権の行使によりＧ種優先株主に対して交付される普通株式の数につき１株未

満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ｇ種優先株式の基準価額

Ｇ種取得比率＝ ───────────────

Ｇ種優先株式の取得価額

②上記（１）のＧ種優先株式の基準価額及び取得価額は、当初172,300円とする。

４. 取得価額等の調整

前条に定めるＧ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。

(1)株式等の発行又は処分に伴う調整

Ｇ種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合は、前条の取得価額（以下、「Ｇ種取得価額」という。）を、下記に定める調整式に基づき調

整する。調整後のＧ種取得価額の適用時期は、下記①及び②のそれぞれに定めるところによる。調整額の算定上

発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

①調整前のＧ種取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを含

む。）。但し、Ｇ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株

予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下、同じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき

会社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の

発生による場合を除く。調整後のＧ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、

それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期

間の末日）の翌日以降にこれを適用する。

調整前のＧ種取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分

する場合（無償割当てを含む。）。本②にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該

潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。調整後の

Ｇ種取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は

処分の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）に、全ての潜在株式等

につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。

既発行 当該調整前 新発行 １株当たり

株式数 × 取得価額 ＋ 株式数 × 払込金額

調整後取得価額 ＝ ─────────────────────────

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後のＧ種取得価額を適用する日の前日における、
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（ｉ）当会社の発行済普通株式数と、（ｉｉ）発行済潜在株式等の全てにつき取得原因が当該日において発生し

たとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保有する自己株式（普通株式

のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由により上記（ｉ）もしくは（ｉｉ）の普

通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。）。

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整

式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する

「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」と

は、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。

上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てにより行われる

場合は、前条に定めるＧ種優先株式の基準価額も、Ｇ種取得価額と同様に調整されるものとする。

上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、（ｉ）Ｇ種優先株式の発行済株式総数の５０％以上を有する

Ｇ種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合、又は（ｉｉ）当会社がストックオプション目的で当

会社の取締役、監査役又は従業員に対して新株予約権を発行する場合（但し、新株予約権の１株当たりの行使価

額が、当該新株予約権の目的たる株式の時価として合理的に認められる金額以上である場合に限る。）には行わ

れない。

(2)株式の分割又は併合による調整

Ｇ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、Ｇ種取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後のＧ種取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の

翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるものとする。

また、この場合Ｇ種優先株式の基準価額も、Ｇ種取得価額と同様に調整されるものとする。

１

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ──────────

分割・併合の比率

(3)その他の調整

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は代表取締役、取締役、取締役会その他の機関

の決定に基づき、合理的な範囲においてＧ種取得価額及び／又はＧ種優先株式の基準価額の調整を行うものとす

る。

①資本減少、時価を超える価格での普通株式もしくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株式移転又は

株式交換のためにＧ種取得価額の調整を必要とする場合。

②潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得

原因が発生した場合を除く。

③潜在株式等にかかる第１号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。

④上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によってＧ種取得価額の調整

が必要であると代表取締役、取締役、取締役会その他の機関が判断する場合。

５. 普通株式と引換えにする取得

当会社は、Ｇ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下、「株式公開」

という。）の申請を行うことが代表取締役、取締役、取締役会その他の機関で決定され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、当該機関の定める日をもって、発行済のＧ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＧ種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式

の内容、数その他の条件については、前二条の定めを準用する。但し、Ｇ種優先株主に交付される普通株式の数に

１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。

６. 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2023年９月30日 ―

普通株式
10,000

Ａ種優先株式
2,250

Ｂ種優先株式
2,900

Ｃ種優先株式
1,890

Ｄ種優先株式
2,370

Ｅ種優先株式
1,428

Ｆ種優先株式
5,978

Ｇ種優先株式
5,047

― 100,000 ― 434,799

(注) １．2024年２月22日開催の取締役会において、2024年３月８日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、Ａ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式

の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社

が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。

２．株式分割（１：200）によるものであります。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。



― 26 ―

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 31,863

普通株式 10,000
Ａ種優先株式 2,250
Ｂ種優先株式 2,900
Ｃ種優先株式 1,890
Ｄ種優先株式 2,370
Ｅ種優先株式 1,428
Ｆ種優先株式 5,978
Ｇ種優先株式 5,047

―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 31,863 ― ―

総株主の議決権 ― 31,863 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第１四半期連結累計

期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人によ

る四半期レビューを受けております。



― 28 ―

１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間
(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,492,667

売掛金 245,383

その他 29,396

貸倒引当金 △2,536

流動資産合計 1,764,911

固定資産

有形固定資産 9,938

無形固定資産 109,443

投資その他の資産 23,159

固定資産合計 142,541

繰延資産

株式交付費 2,206

繰延資産合計 2,206

資産合計 1,909,659

負債の部

流動負債

短期借入金 45,833

１年内償還予定の社債 150,000

未払金 134,071

未払法人税等 3,225

その他 108,618

流動負債合計 441,748

固定負債

長期借入金 300,000

固定負債合計 300,000

負債合計 741,748

純資産の部

株主資本

資本金 100,000

資本剰余金 2,435,479

利益剰余金 △1,367,567

株主資本合計 1,167,911

純資産合計 1,167,911

負債純資産合計 1,909,659
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)

売上高 421,152

売上原価 63,120

売上総利益 358,031

販売費及び一般管理費 374,781

営業損失（△） △16,750

営業外収益

受取利息 17

ポイント収入 85

雑収入 290

営業外収益合計 393

営業外費用

支払利息 2,052

社債利息 1,047

株式交付費償却 817

営業外費用合計 3,917

経常損失（△） △20,274

税金等調整前四半期純損失（△） △20,274

法人税、住民税及び事業税 645

法人税等合計 645

四半期純損失（△） △20,919

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △20,919
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)

四半期純損失（△） △20,919

四半期包括利益 △20,919

(内訳)

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,919



― 31 ―

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)

減価償却費 1,409千円

(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額（注）
四半期連結損益
計算書計上額モゲチェック

事業
INVASE事業 計

売上高

外部顧客への売上高 303,972 117,179 421,152 ― 421,152

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 303,972 117,179 421,152 ― 421,152

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

50,000 △9,058 40,942 △57,693 △16,750

(注) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、グループ共通のコ

ーポレート業務等に係る一般管理費です。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 合計
モゲチェック

事業
INVASE事業 計

送客手数料 302,793 66,924 369,718 ― 369,718

仲介手数料 ― 30,844 30,844 ― 30,844

その他 1,178 19,410 20,588 ― 20,588

顧客との契約から生じる収益 303,972 117,179 421,152 ― 421,152

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 303,972 117,179 421,152 ― 421,152
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △3円28銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) △20,919

普通株主（普通株主と同等の株主を含む）に帰属しない金額(千
円)

―

普通株式（普通株式と同等の株式を含む）に係る親会社株主に帰
属する四半期純損失(△) (千円)

△20,919

普通株式（普通株式と同等の株式を含む）の期中平均株式数(株) 6,372,600

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変動があったものの概要

―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

２．当社は、2024年３月22日付けで普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。当

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純損失を算定しております。

３．優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式

としております。
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(重要な後発事象)

（新株予約権の発行）

当社は、2024年２月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の監査

役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員に対し、第９回新株予約権を発行することを決議いたしました。

第９回新株予約権（2024年２月22日臨時株主総会決議）

決議年月日 2024年２月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 19
当社監査役 １
子会社取締役 １
子会社従業員 ７

新株予約権の数（個）※ 291 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）
※

普通株式 291 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 300,000 (注)２

新株予約権の行使期間 ※
自 2026年２月23日 至 2034年２月22日
（権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行
営業日）まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）※

発行価格 300,000
資本組入額 150,000

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において
も、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又は従
業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りで
ない。

その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者
との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。(注)３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
※

―

※ 新株予約権付与時(2024年２月22日)における内容を記載しております。

（注)１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を

喪失した者の個数及び株式数を減じております。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価格 ＝調整前行使価格 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価格を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり行使価格

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することがで

きる。

i. 当社又は当社の子会社（会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

ii. 当社又は子会社の使用人

iii. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請

負等の継続的な契約関係にある者

② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することがで
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きる。

i. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

ii. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若

しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面によ

る事前の承認を得た場合を除く

iii. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

iv. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた

場合

v. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が

不渡りとなった場合

vi. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他こ

れらに類する手続開始の申立があった場合

vii. 権利者につき解散の決議が行われた場合

viii. 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴

力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。）で

あること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判

明した場合

ix. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後

かかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当

社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

i. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

ii. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（優先株式の取得及び消却）

当社は、2024年２月22日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式すべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議

し、2024年３月８日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優

先株式、Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。

また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式

及びＧ種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2024年３月８日開催の臨時株主

総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

優先株式の普通株式への交換状況

（１）取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 2,250株

Ｂ種優先株式 2,900株

Ｃ種優先株式 1,890株

Ｄ種優先株式 2,370株

Ｅ種優先株式 1,428株

Ｆ種優先株式 5,978株

Ｇ種優先株式 5,047株

（２）交換により交付した普通株式数

普通株式 21,863株

（３）交付後の発行済普通株式数

31,863株
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（株式分割及び単元株制度の採用）

当社は、2024年２月22日開催の取締役会決議に基づき、2024年３月22日付けをもって株式分割を行い、2024年３

月８日開催の臨時株主総会により、単元株制度の導入に関する定款の一部変更について決議しております。

（１）株式分割、単元株制度採用の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的と

して株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用いたします。

（２）株式分割の概要

①分割方法

2024年３月22日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき200株の割合を

もって分割します。

②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 31,863株

今回の株式分割により増加する株式数 6,340,737株

株式分割後の発行済株式総数 6,372,600株

株式分割後の発行可能株式総数 25,400,000株

③株式分割の効力発生日

2024年３月22日

④１株当たり情報に与える影響

１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。

（３）単元株制度の採用

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式を100株といたします。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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